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一
丁
目
七
の
三

介
護
予
防

短
期
入
所

療
養
介
護

田
村
泌
尿
器

科
医
院

弘
前
市
大
字
富
田

一
丁
目
七
の
三

平
成

��

･

�･

��

医
療
法
人
平

成
会

八
戸
市
湊
高
台
二

丁
目
四
の
六

介
護
予
防

訪
問
看
護

あ
さ
ひ
訪
問

看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

八
戸
市
湊
高
台
二

丁
目
四
の
六

��

･

��･

�

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)

区

域

区

分

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
広
戸
字
家
野
上
一
〇
一
の
五
〇

舟
木

康
彦

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
広
戸
字
家
野
上
九
五
の
一
〇
〇

小
野

英
幸

深
浦
区
域

主
と
し
て
底
建

網
漁
業



( )

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

測
量
計
画
機
関

国
土
交
通
省
東
北
地
方
整
備
局
青
森
港
湾
事
務
所

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量

(
２
級
基
準
点
測
量)

三

測
量
の
期
間

平
成
十
九
年
十
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

四

測
量
の
地
域

青
森
市
内

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
三
号

測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測

量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

測
量
計
画
機
関

東
北
防
衛
局

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量

(

国
有
財
産
台
帳
図
面
作
成)

三

測
量
の
期
間

平
成
十
九
年
六
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
二
十
八
日
ま
で

四

測
量
の
地
域

つ
が
る
市
豊
富
町
屏
風
山
、
同
市
富
萢
町
屏
風
山
地
域

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
四
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
五
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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３ ２ １ 図
面
番
号

県

道

県

道

国

道

道
路
の

種

類

田
子
十
和
田

湖
線

大
泉
姥
萢
線

一
〇
二
号

路
線
名

三
戸
郡
田
子
町
大
字
田
子
字
風
張
一
二
の
四
七
か
ら

三
戸
郡
田
子
町
大
字
相
米
字
相
米
五
の
二
ま
で

三
戸
郡
田
子
町
大
字
田
子
字
風
張
一
一
の
四
か
ら

三
戸
郡
田
子
町
大
字
相
米
字
相
米
五
の
二
ま
で

三
戸
郡
田
子
町
大
字
田
子
字
風
張
一
二
の
四
七
か
ら

三
戸
郡
田
子
町
大
字
相
米
字
相
米
五
の
二
ま
で

五
所
川
原
市
大
字
姥
萢
字
桜
木
七
八
の
一
か
ら

五
所
川
原
市
大
字
姥
萢
字
桜
木
九
七
の
一
ま
で

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
稲
吉
三
の
九
六
か
ら

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
稲
吉
一
七
六
の
四
二
ま
で

変

更

の

区

間

後 前 後 前
変
更
の

前
後
別

五
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

五
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

五
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
四
・
三
五
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
九
・
三
五
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
一
・
一
五
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
四
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

二
〇
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

二
一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

二
〇
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
七
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
五
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
七
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
、
一
〇
九
・
二
〇
メ
ー
ト
ル

一
、
一
〇
九
・
二
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考



( )

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
五
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
五
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の
期
日

県
道
久
栗
坂
造
道
線

青
森
市
原
別
二
丁
目
八
の
五
か
ら

青
森
市
矢
作
一
丁
目
六
の
一
〇
ま
で

平
成

��･

��･

��

青
森
市
矢
作
一
丁
目
六
の
一
か
ら

青
森
市
八
重
田
二
丁
目
一
三
の
一
〇
ま
で

青
森
市
東
造
道
一
丁
目
四
の
三
か
ら

青
森
市
東
造
道
一
丁
目
四
の
一
ま
で

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
田
野
沢
字
汐
干
浜
二
七
の
一
〇
か

ら

６ ５ ４ ３

国

道

国

道

国

道

県

道

三
三
八
号

一
〇
一
号

一
〇
一
号

田
子
十
和
田

湖
線

下
北
郡
佐
井
村
大
字
長
後
字
沼
ノ
平
九
一
か
ら

下
北
郡
佐
井
村
大
字
長
後
字
福
浦
川
目
無
番
ま
で

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
大
間
越
字
筧
三
四
の
二
七
か
ら

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
大
間
越
字
筧
三
四
の
二
八
ま
で

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
追
良
瀬
字
塩
見
山
平
二
一
一
の
三
六
六
か
ら

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
追
良
瀬
字
塩
見
山
平
二
一
一
の
四
二
ま
で

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
追
良
瀬
字
塩
見
山
平
二
一
一
の
三
六
六
か
ら

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
追
良
瀬
字
塩
見
山
平
三
四
ま
で

三
戸
郡
田
子
町
大
字
田
子
字
風
張
九
の
四
か
ら

三
戸
郡
田
子
町
大
字
相
米
字
相
米
三
の
一
ま
で

三
戸
郡
田
子
町
大
字
田
子
字
風
張
一
一
の
四
か
ら

三
戸
郡
田
子
町
大
字
相
米
字
相
米
五
の
二
ま
で

三
戸
郡
田
子
町
大
字
田
子
字
風
張
一
二
の
四
七
か
ら

三
戸
郡
田
子
町
大
字
相
米
字
相
米
五
の
二
ま
で

三
戸
郡
田
子
町
大
字
田
子
字
風
張
一
一
の
四
か
ら

三
戸
郡
田
子
町
大
字
相
米
字
相
米
五
の
二
ま
で

三
戸
郡
田
子
町
大
字
田
子
字
風
張
一
二
の
四
七
か
ら

三
戸
郡
田
子
町
大
字
相
米
字
相
米
五
の
二
ま
で

後 前 後 前 後 前 後 前

八
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
六
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
六
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

五
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

五
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

二
一
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
四
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
四
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

二
一
五
・
三
〇
メ
ー
ト
ル

二
二
七
・
三
〇
メ
ー
ト
ル

二
一
五
・
三
〇
メ
ー
ト
ル

一
三
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

六
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

二
一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

二
〇
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

二
一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

二
〇
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル



( )

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
十
月
十
七
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｎ
Ｐ
Ｏ
身
障
者
青
脳
会

三

代
表
者
の
氏
名

杉
浦

清
剛

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
新
城
字
平
岡
一
〇
九
の
二
八
七

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
青
森
県
内
に
お
け
る
身
体
障
害
者
及
び
脳
卒
中
者
に
対
し
、
生
活
の
自
立
を
支

援
す
る
事
業
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
障
害
の
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
共
に
健
康
な
生
活
が

送
れ
る
よ
う
な
社
会
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
砂

土
路
川
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

十
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
二
十
六
日

上
北
地
域
県
民
局
長

北

村

収
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西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
田
野
沢
字
成
瀬
二
一
七
の
一
四
八

ま
で

国
道
一
〇
一
号

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
驫
木
字
扇
田
二
〇
の
一
五
五
か
ら

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
追
良
瀬
字
塩
見
山
平
二
一
一
の
四

二
ま
で

��

･

��･

��

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
大
間
越
字
筧
三
四
の
二
七
か
ら

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
大
間
越
字
筧
三
四
の
二
八
ま
で

��･

��･

�

県
道
弘
前
鰺
ケ
沢
線

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
南
浮
田
町
字
外
馬
屋
無
番
か
ら

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
南
浮
田
町
字
米
山
一
の
一
八
ま

で

〃

国
道
三
三
八
号

下
北
郡
佐
井
村
大
字
長
後
字
沼
ノ
平
九
一
か
ら

下
北
郡
佐
井
村
大
字
長
後
字
福
浦
川
目
無
番
ま
で

��･

��･

��

開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所

及
び
氏
名

(

名
称)

十
和
田
市
大
字
相
坂
字
小
林
一
五
の
六
、
四

八
の
一
、
四
八
の
一
二
か
ら
四
八
の
一
四
ま

で
、
四
九
の
二
、
四
九
の
六
及
び
四
九
の
一

〇
か
ら
四
九
の
二
四
ま
で

十
和
田
市
西
三
番
町
一
の
二
四

有
限
会
社

朝
日
商
産

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日



( )

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
北
三

沢
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
十
九
年
十
月
十
二
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
二
十
六
日

上
北
地
域
県
民
局
長

北

村

収
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理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃

立
崎

賢
治

佐
々
木

君
信

仁
和

文
雄

大
久
保

芳
樹

山
端

敏
行

中
野

均

山
端

勝

野
村

武
美

田
高

忠
美

宮
本

正
志

野
月

藤
男

母
良
田

俊
徳

仁
和

正
一

立
崎

賢
治

佐
々
木

君
信

佐
藤

喜
美
男

大
久
保

芳
樹

斗
沢

義
光

仁
和

文
雄

山
端

敏
行

中
野

均

山
端

勝

野
村

武
美

田
高

忠
美

宮
本

正
志

妻
神

忠
政

母
良
田

俊
徳

十
和
田
市
大
字
立
崎
字
堤
尻
五
三

〃

大
字
洞
内
字
前
田
六
二
の
二

〃

大
字
大
沢
田
字
前
田
二
八
の
一

〃

〃

字
下
モ
山
一
五
の
四

〃

大
字
八
斗
沢
字
家
ノ
下
六
三
九
の

一〃

大
字
洞
内
字
家
ノ
向
二

〃

大
字
大
沢
田
字
葉
ノ
木
谷
地
六
の

二上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
山
添
二

十
和
田
市
大
字
大
沢
田
字
早
坂
二
九

〃

〃

字
大
沢
田
五

〃

大
字
洞
内
字
杉
ノ
沢
三
一

〃

大
字
大
沢
田
字
早
坂
二
七
の
一

〃

〃

字
下
道
六
二
の
一

〃

大
字
立
崎
字
堤
尻
五
三

〃

大
字
洞
内
字
前
田
六
二
の
二

〃

大
字
大
沢
田
字
芋
久
保
六
七
の
二

〃

〃

字
下
モ
山
一
五
の
四

〃

大
字
八
斗
沢
字
八
斗
沢
三
四
の
二

〃

大
字
大
沢
田
字
前
田
二
八
の
一

〃

大
字
八
斗
沢
字
家
ノ
下
六
三
九
の

一〃

大
字
洞
内
字
家
ノ
向
二

〃

大
字
大
沢
田
字
葉
ノ
木
谷
地
六
の

二上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
山
添
二

十
和
田
市
大
字
大
沢
田
字
早
坂
二
九

〃

〃

字
大
沢
田
五

〃

大
字
立
崎
字
立
崎
二

〃

大
字
大
沢
田
字
早
坂
二
七
の
一

平
成

��

･

�･

�就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃��･

�･

�退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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